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2はじめに

◼ 第4回本作業会（2024年12月5日）において、熱容量を除く各制約要因における限界潮流およびフリンジ算出
方法の実態を調査し、下記の内容について整理を進めていくこととした。

➢ 同期・電圧安定性：将来的な地域間連系線および地内送電線における合理的な限界潮流算出方法を整理
➢ 周波数維持：常時周波数変動の実態（変動周期やフリンジとの関係性）を把握
➢ フリンジ算出方法：フリンジに含まれる調整力（需要変動）成分を分析、合理的な算出方法を検討

◼ このうち、同期・電圧安定性については第5回本作業会（2025年1月24日）で、またフリンジ算出方法については
第6回・第7回本作業会（2025年3月14日・4月22日）で整理してきた。

◼ 加えて、第7回本作業会では、今後、瞬間的な限界潮流超過※リスクへの対応が必要な制約要因の整理を進め、
別途本作業会へご報告することとした。

◼ 今回、これまでのフリンジに関する詳細検討の結果（整理）を踏まえ、瞬間的な限界潮流超過リスクへの対応が
必要な制約要因を改めて整理するとともに、周波数維持における限界潮流超過リスクへの対応方法（フリンジ
ではなく常時周波数変動で対応していることの是非）について整理したため、ご議論いただきたい。

※ GF・LFC成分の応動に伴う十数分程度以内の限界潮流超過を指す（以下、同様）
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出所）第4回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2024年12月5日）資料5をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_4_05.pdf

（参考） 第４回本作業会でお示しした今後の方向性

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_4_05.pdf


4（参考） 第７回本作業会でお示しした今後の方向性

出所）第7回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2025年4月22日）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/files/unyouyouryousagyoukai_7_03.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/files/unyouyouryousagyoukai_7_03.pdf
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3. まとめ
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7（振り返り）調整力成分の重畳に伴う限界潮流超過リスク

◼ 第7回本作業会（2025年4月22日）では、フリンジ（EDC）の重畳による限界潮流超過は、常時運用容量超過
と同義であることから、全ての制約要因に対して許容できないことと整理した。

◼ 一方、フリンジ（GF・LFC）の重畳による瞬間的な限界潮流超過は、現行の地域間連系線では熱容量等制約のみ
許容でき、その他の制約要因では許容できないことと整理しているが、今回、これまでのフリンジに関する詳細検討
の結果（整理）を踏まえ、改めて、その考え方を整理することとする。

出所）第7回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2025年4月22日）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/files/unyouyouryousagyoukai_7_03.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/files/unyouyouryousagyoukai_7_03.pdf
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9（振り返り）熱容量等制約における限界潮流超過リスクへの対応

◼ 第2回本作業会（2024年8月29日）では、平常時に送電線1回線あたりに流れる潮流が常時熱容量100%
（2回線200%運用）となるN-1電制適用箇所の拡大も考慮しつつ、フリンジ実態（変動量や変動周期）を
把握したうえで、限界潮流超過リスクを許容できるかどうか検討を進めていくこととした。

出所）第2回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2024年8月29日）資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_2_04.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_2_04.pdf


10同時市場導入や次期中給システム運開後のフリンジ（GF・LFC）実態

◼ この点、同時市場導入や次期中給システム運開後のフリンジ（GF・LFC）実態は、第7回本作業会（2025年4月
22日）で整理した考え方で算出することとなるが、早くともLFCの広域調達・運用開始後（2027年度以降）で
ない限り、想定・把握することは難しい。

◼ このため、現時点では、現行の地域間連系線のフリンジ実態（概ね※フリンジ（GF・LFC））を前提として、限界潮流
超過リスクへの考え方を整理することとし、将来的に変化が確認される場合には、適宜見直していくこととする。

出所）第7回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2025年4月22日）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/files/unyouyouryousagyoukai_7_03.pdf

※ 現行の連系線のフリンジ算定では、計画潮流値の変化量相当の偏差が含まれることを確認しており、厳密なフリンジ（GF・LFC）より過大側に算定している（詳細次頁）

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/files/unyouyouryousagyoukai_7_03.pdf


11

◼ フリンジの実態調査を進めるなかで、地域間連系線のフリンジを、実績潮流と計画潮流（KJCの調整量α含む）の
差分から算出する現行の算出方法※の場合、計画潮流値（EDC指令値）に実績潮流が追従するまでの数分間、
計画潮流値の変化量を最大値とする偏差がフリンジに含まれることを確認した。

◼ これは、現行の地域間連系線のフリンジ算出方法では、フリンジ（GF・LFC）を過大側に評価していることから、GC後
のEDC制御を過剰に制限している領域が存在していることを意味している。

◼ 例えばフリンジ算出にあたり、「計画潮流変化直後～数分間程度は実績データとしてサンプリングしない」といった対応
も考えられるため、前回の本作業会でお示しした将来課題に加えて、フリンジ（GF・LFC）の算出方法も、引き続き、
本作業会のなかで検討を進めていくことが重要となる。

【一例】 中国九州間連系線（2023年8月17日）

実績潮流ー計画潮流（ P0＋α ）

計画潮流（ P0＋α ）

実績潮流

※ 「実績潮流ー計画潮流（P0＋α）」の3σ相当値

（参考） フリンジ（GF・LFC）算出方法の将来課題について



12現行の地域間連系線におけるフリンジ実態（１／２）

◼ 現行の地域間連系線におけるフリンジ変動量は、運用容量検討会において、至近5ヵ年の実績3σ値が公表されて
おり、いずれも熱容量等制約における限界潮流（常時熱容量100%/cct）の10％未満であった。

◼ 例えば、1ルート2回線の地域間連系線の場合、平常時は両回線に分かれてフリンジが重畳し（1回線あたり5%
未満）、N-1故障時は健全回線側に10%未満のフリンジが重畳することとなる。

地域間連系線における設備情報
フリンジ量実績3σ値※1 [万kW]

（常時熱容量比率※2）

線種
常時熱容量

[万kW]
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

東北東京間連系線
（相馬双葉幹線2cct※3）

SBTACSR/UGS 780mm2×4導体 631
19.7

（3.1%）
30.3

（4.8%）
33.9

（5.4%）
29.0

（4.6%）
27.3

（4.3%）

中部関西間連系線
（三重東近江線2cct）

ACSR410mm2×4導体 278
23.9

（4.3%）
27.1

（4.9%）
33.7

（6.1%）
33.6

（6.0%）
32.3

（5.8%）

北陸関西間連系線
（越前嶺南線2cct）

ACSR410mm2×4導体 278
9.1

（1.6%）
10.7

（1.9%）
11.2

（2.0%）
12.4

（2.2%）
12.7

（2.3%）

関西中国間連系線
（西播東岡山線2cct＋山

崎智頭線2cct）
ACSR410mm2×4導体 556

29.8
（1.3%）

29.7
（1.3%）

30.9
（1.4%）

32.3
（1.5%）

35.2
（1.6%）

中国四国間連系線
（本州四国連系線2cct）

OF 2,500mm2 120
9.9

（4.1%）
11.9

（5.0%）
11.5

（4.8%）
13.8

（5.8%）
16.1

（6.7%）

中国九州間連系線
（関門連系線2cct）

ACSR410mm2×4導体 278
21.2

（3.8%）
21.4

（3.8%）
21.4

（3.8%）
22.1

（4.0%）
26.8

（4.8%）

※1 2024年度 第1回運用容量検討会（2024年5月16日）資料1（https://www.occto.or.jp/iinkai/unyouyouryou/2024/files/2024_1_1.pdf）
※2 回線数考慮（1回線あたりに流れるフリンジ量に換算したうえで常時熱容量比率を算出）
※3 東北東京間連系線は2020年度以降、500kV相馬双葉幹線と275kVいわき幹線を併用しているが、ここでは、簡易的に500kV相馬双葉幹線にフリンジが全量

重畳したと仮定して常時熱容量比率を計算している

https://www.occto.or.jp/iinkai/unyouyouryou/2024/files/2024_1_1.pdf


13現行の地域間連系線におけるフリンジ実態（２／２）

◼ 次に、現行の地域間連系線におけるフリンジ変動周期※1は、GF・LFCが十数分程度以内の需要変動に対応する
機能であるため、一般的に十数分程度以内と考えられているが、至近で分析された事例はない。

◼ そこで、2023年度の潮流実績値およびEDC（KJC）後の計画潮流値を基に、年間の特徴的な5月・8月・1月に
おけるフリンジ変動周期を分析※2したところ、いずれも実績3σ値は概ね10分程度であった。

◼ つまり、現行の地域間連系線では、フリンジ重畳に伴う限界潮流超過が、10分程度以上継続する頻度は極めて
少なく、概ね10分以内には限界潮流超過は解消するものと考えられる。

2023年5月 2023年8月 2024年1月

東北東京間連系線 6分 6分 5分

中部関西間連系線 5分 5分 5分

北陸関西間連系線 8分 9分 9分

関西中国間連系線 6分 5分 5分

中国四国間連系線 12分 10分 10分

中国九州間連系線 5分 5分 5分

【フリンジの変動周期の実績3σ値】

※1 本資料では、地域間連系線に流れるフリンジの順or逆方向の継続時間を集計したものを変動周期として分析した（以下、同様）
※2 フリンジは、「実績潮流値（5～10秒サンプリング値）- EDC（KJC）後の計画潮流値（5分値）」により算出

3σ値（平均値＋3×標準偏差σ）：約5分
約1分 約1分半

継続時間の度数分布として、東北東京間連系線の一例
をお示ししているが、いずれの連系線においても、大宗が1
分以内に継続を解消（潮流方向が反転）する傾向

【フリンジ変動周期（順or逆方向の継続時間）の度数分布】
（東北東京間連系線）



14熱容量等制約における限界潮流超過リスクへの対応の考え方

◼ 地域間連系線・地内送電線では、短時間以内に潮流調整等が可能な場合は、限界潮流について出力調整領域
（ex.100～150%）まで拡大可能だが、更に、N-1電制等を用いて拡大する場合（ex.150～200%）には、
地域間連系線では慎重な検討が必要である旨を第7回本作業会（2025年4月22日）で整理したところ。

◼ つまり、熱容量等制約における限界潮流は、大きく3つの領域に分類することができ、平常時・N-1故障時において、
それぞれ限界潮流を超過する可能性が存在する。

◼ 次頁以降、前頁までの現行の地域間連系線におけるフリンジ実態（変動量・変動周期）を前提とした場合に、
各領域における限界潮流超過リスクを許容することができるか否かについて整理する。

熱容量等制約における限界潮流

常時熱容量（100%） 出力調整領域（ex.100～150%） 電源制限領域（ex.150~200%）

適用条件 ―
短時間以内に供給支障を生じることなく
系統切替・発電機出力調整等により、
常時熱容量まで調整できる

N-1故障時、電制対象電源を瞬時に
遮断することで常時熱容量まで、潮流
調整を行うことができる

適
用

状
況 地内送電線 ― 【現状／将来】 適用あり 【現状／将来】 適用あり

地域間連系線 ―
【現状】 一部適用あり（中国四国間）
【将来】 SCED機能により適用が期待

【現状】 適用なし
【将来】 慎重な検討が必要

限
界

潮
流

超
過

リ
ス

ク

平常時
超過リスクなし

（50+α/2 %/cct）
超過リスクなし

（50～75+α/2 %/cct）
次頁以降で整理（①）

（75～100+α/2 %/cct）

N-1故障時
※ループ系統の場合、

N-2故障も含む

次頁以降で整理（②）
（100+α %/cct）

次頁以降で整理（②）
（100～150+α %/cct）

次頁以降で整理（③）
（150～200+α %/cct）



15（参考） 現状（将来）における短時間容量の適用状況（可能性）

出所）第7回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2025年4月22日）資料5をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/files/unyouyouryousagyoukai_7_05.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/files/unyouyouryousagyoukai_7_05.pdf


16① 電源制限領域まで拡大した場合における平常時の限界潮流超過リスク

◼ 電制適用により熱容量等制約の限界潮流を常時熱容量200%/2cctまで拡大する場合、現行の地域間連系線
のフリンジ実態を前提とすると、平常時には、1回線あたりに最大で常時熱容量105%程度の潮流が重畳する。

◼ この常時熱容量の超過は、概ね10分程度以内に解消され、各一般送配電事業者の実態を踏まえても、設備の
寿命損失リスクも考えられないことから、本領域の限界潮流超過は許容できると考えられる。

出所）第7回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2025年4月22日）資料5をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/files/unyouyouryousagyoukai_7_05.pdf

※1 夏季における基幹系統の架空送電線を想定してアンケートを実施（ケーブル等は対象外としている）。
※2 短時間容量（熱容量比）及び許容時間は、線種や周辺環境等によって大きく異なり、年間累積時間管理や線路毎の個別管理の場合もあるため、

本結果はあくまで参考値であり、全ての設備に一律に適用することはできない。

エリア 短時間容量（熱容量比） 許容時間 N-1電制適用条件

北海道 109%~115%程度 30分 短時間容量を超過する場合

東北 110%~140％程度 30分 N-1電制装置設置なし

東京 108%～114%程度 基準なし（年間累積値で管理） 短時間許容電流100%以上

中部 160%程度 10分程度 短時間容量を超過する場合

北陸 160%程度 10分以内 N-1電制装置設置なし（自動給電装置による過負荷解消を志向）

関西 135%～162％程度 10分 短時間容量を超過する場合

中国 110%～135%程度 30分 短時間容量を超過する場合（短時間で系統切替等が不可な場合含む）

四国 110%～140%程度 15分 短時間容量を超過する場合

九州 115%～130%程度 20分程度 N-1電制装置設置なし

沖縄 110%程度 30分 N-1電制装置設置なし

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/files/unyouyouryousagyoukai_7_05.pdf


17② 出力調整領域まで拡大した場合におけるN-1故障時の限界潮流超過リスク

◼ N-1故障時に出力調整可能な地内送電線において、熱容量等制約の限界潮流に短時間容量を適用する場合、
潮流調整に要する時間は、概ね10分～30分を前提※1としている。

◼ この点、N-1故障時にフリンジによる短時間容量超過が生じた場合、概ね10分程度以内に解消されることから、
設備の寿命損失リスクも考え難く、本領域の限界潮流超過リスクも許容できると考えられる。（上記整理に伴い、
常時熱容量を限界潮流とする地域間連系線・地内送電線におけるN-1故障時の限界潮流超過リスクも許容可）

出所）第7回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2025年4月22日）資料5をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/files/unyouyouryousagyoukai_7_05.pdf

※1 地域間連系線の場合、現時点で潮流調整に要する時間は4時間程度を前提としているが、将来のSCED機能により同程度の調整時間への短縮が期待される。

※2 夏季における基幹系統の架空送電線を想定してアンケートを実施（ケーブル等は対象外としている）。
※3 短時間容量（熱容量比）及び許容時間は、線種や周辺環境等によって大きく異なり、年間累積時間管理や線路毎の個別管理の場合もあるため、

本結果はあくまで参考値であり、全ての設備に一律に適用することはできない。

エリア 短時間容量（熱容量比） 許容時間 N-1電制適用条件

北海道 109%~115%程度 30分 短時間容量を超過する場合

東北 110%~140％程度 30分 N-1電制装置設置なし

東京 108%～114%程度 基準なし（年間累積値で管理） 短時間許容電流100%以上

中部 160%程度 10分程度 短時間容量を超過する場合

北陸 160%程度 10分以内 N-1電制装置設置なし（自動給電装置による過負荷解消を志向）

関西 135%～162％程度 10分 短時間容量を超過する場合

中国 110%～135%程度 30分 短時間容量を超過する場合（短時間で系統切替等が不可な場合含む）

四国 110%～140%程度 15分 短時間容量を超過する場合

九州 115%～130%程度 20分程度 N-1電制装置設置なし

沖縄 110%程度 30分 N-1電制装置設置なし

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/files/unyouyouryousagyoukai_7_05.pdf


18③ 電源制限領域まで拡大した場合におけるN-1故障時の限界潮流超過リスク

◼ 電制適用により熱容量等制約の限界潮流を常時熱容量200%/2cctまで拡大する場合、現行の地域間連系線
のフリンジ実態を前提とすると、故障時は、最大で常時熱容量の210%程度の潮流が健全回線に重畳する。

◼ この時、過負荷（設備の寿命損失リスク）そのものは高速なN-1電制遮断により問題とならないが、N-1電制遮断
よりも送電線過負荷保護Ry動作が先行する場合には、健全回線側も遮断されることで、N-2故障相当の影響
が電力系統に与えられることから、一般送配電事業者の協力を得て、N-1電制の適用状況・線路保護Ryとの保護
協調の考え方について聞き取り調査を行った。

◼ 調査の結果、地内送電線にN-1電制適用している3エリアでは、送電線過負荷保護Ryが、N-1電制遮断よりも
先行動作することのないよう時限協調が図られていることを確認した。

◼ 将来、上記エリア以外にもN-1電制適用する地内送電線は増加すると考えられるが、先行事例を参考に保護協調
が図られると想定されるため、N-1故障時においても、基本的には、限界潮流超過は許容できると考えられる。

適用状況 電制遮断タイミング 送電線過負荷保護Ry整定 保護協調の考え方

あり
（3社）

A社
高速度再閉路失敗後

（過負荷許容時間以内）

過負荷許容曲線（過負荷レベルに応じた
許容時間）により、電制遮断されるよう設定
（短時間許容電流150%で60秒程度継続など） 故障発生直後～N-1電制遮断まで

の間に、送電線過負荷保護Ryに
よる健全回線トリップ（ルート断）に
至らないN-1電制遮断タイミングを
設定

B社
N-1故障直後／再閉路失敗後など

送電線過負荷保護Ry整定を
考慮して設定

複数の過負荷パターンを設定
（常時熱容量200%以上75秒程度継続など）

C社
※

低速度再閉路失敗後
（故障直後～60秒程度）

常時熱容量200%以上
100秒程度継続（＞60秒）

なし（6社） ー ー ー

【N-1電制を適用している地内（基幹）送電線の適用例】

※ 熱容量等制約以外の限界潮流拡大も兼ねている場合には、熱容量等制約に限定した整定の考え方を調査



19熱容量等制約における限界潮流超過リスクへの対応（まとめ）

◼ 今回、現行の地域間連系線のフリンジ実態を前提とし、熱容量等制約における限界潮流超過リスクへの考え方
を下表のとおり整理した（現状通り、熱容量等制約における限界潮流超過リスクは許容できる）。

◼ また、今回前提としたフリンジ実態は、将来の同時市場導入や次期中給運開後などの環境変化や算出方法などの
見直し等により、当然、変わり得る可能性が考えられることから、今後、フリンジ（GF・LFC）実態に変化が確認された
場合は適宜見直すこととしたい。

熱容量等制約における限界潮流

常時熱容量（100%） 出力調整領域（ex.100～150%） 電源制限領域（ex.150~200%）

適用条件 ―
短時間以内に供給支障を生じることなく、
系統切替・発電機出力調整等により、
常時熱容量まで調整できる

N-1故障時、電制対象電源を瞬時に
遮断することで常時熱容量まで、潮流
調整を行うことができる

適
用

状
況 地内送電線 ― 【現状／将来】 適用あり 【現状／将来】 適用あり

地域間連系線 ―
【現状】 一部適用あり（中国四国間）
【将来】 SCED機能により適用が期待

【現状】 適用なし
【将来】 慎重な検討が必要

限
界

潮
流

超
過

リ
ス

ク

平常時
超過リスクなし

（50+α/2 %/cct）
超過リスクなし

（50～75+α/2 %/cct）
許容できる

（75～100+α/2 %/cct）

N-1故障時
※ループ系統の場合、

N-2故障も含む

許容できる
（100+α %/cct）

許容できる
（100～150+α %/cct）

許容できる
（150～200+α %/cct）
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1. 瞬間的な限界潮流超過リスクへの対応

１－１ 熱容量等

１－２ 同期安定性

１－３ 電圧安定性
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21（振り返り）同期安定性制約における限界潮流超過リスクへの対応（１／２）

◼ 同期安定性制約の限界潮流を超過した状況で系統故障が発生した場合には、数百ミリ秒～数秒オーダーで同期
発電機が連鎖的に脱調し、供給支障に発展する可能性がある。

◼ このため、第2回・第4回本作業会（2024年8月29日・2024年12月5日）では、現行の地域間連系線や大宗
の地内送電線において、フリンジ（GF・LFC）による限界潮流超過リスクを許容せず、フリンジや算出条件を厳しめに
設定することで対応している実態を紹介した。

出所）第1回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2024年7月19日）資料6をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_1_06.pdf

出所）第2回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2024年8月29日）資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_2_04.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_1_06.pdf
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_2_04.pdf


22（振り返り）同期安定性制約における限界潮流超過リスクへの対応（２／２）

◼ また、第5回本作業会（2025年1月24日）では、地内送電線における算出条件を深堀り※し、フリンジとの二重
対応となっている等の現状の妥当性を整理のうえ、将来における対応方法の在るべき姿を整理した。

◼ 今回、地域間連系線・地内基幹送電線における算出条件の実態を踏まえ、同時市場導入や次期中給運開後に
おいて、フリンジ（GF・LFC）による限界潮流超過リスクを許容できるか否かについて整理する。

出所）第5回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2025年1月24日）資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_5_04.pdf

※ 想定故障については、別途、検討課題No.1-1-1で「基本的には統一的な考え方としつつ、合理的な差異は許容すること」と整理。

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_5_04.pdf


23地域間連系線における限界潮流超過リスク

◼ 地域間連系線では、従来から系統混雑による卸電力取引市場の分断等が顕在化しており、発電事業者等の運用
容量拡大ニーズを踏まえて、限界潮流の算出条件も実態寄りに見直し（算出裕度を極小化）してきた。

◼ このため、フリンジ（GF・LFC）の重畳に伴い限界潮流を超過している状況において、地域間連系線の故障が発生した
場合には、瞬間的（数百ms～数秒オーダー）に連鎖脱調などが進展し、大規模停電に至るリスクがある。

◼ この状況は、将来的にも変わらないと考えられることから、同時市場導入や次期中給運開後も限界潮流超過リスク
については許容できないと考えられる。

出所）第5回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2025年1月24日）資料4をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_5_04.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_5_04.pdf


24地内送電線における限界潮流超過リスク（１／２）

◼ 一方、地内送電線の場合には、2021年1月から段階的に系統混雑を許容した設備形成へ移行しており、これまで
地域間連系線のように系統混雑が顕在化する状況にはなかった。

◼ しかしながら、2025年1月には、東京エリアで我が国初となる系統混雑に伴う再給電が実施されており、中長期的
には更なる系統混雑の進展も予見されている。

出所）第83回広域系統整備委員会（2024年9月10日）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/2024/files/seibi_83_03_01.pdf

出所）第1回次世代電力系統ワーキンググループ（2025年1月23日）資料4
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/smart_power_grid_wg/pdf/001_04_00.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/2024/files/seibi_83_03_01.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/smart_power_grid_wg/pdf/001_04_00.pdf


25地内送電線における限界潮流超過リスク（２／２）

◼ この点、第5回本作業会（2025年1月24日）において、将来的に系統混雑が顕在化する（予見される）場合、
地域間連系線と同様に、算出条件を実態寄り（かつフリンジ控除）とすることを在るべき姿として整理した。

◼ このため、フリンジ（GF・LFC）の重畳に伴い限界潮流を超過している状況において系統故障が発生した場合、地域間
連系線と同様に、瞬間的（数百ms～数秒オーダー）に連鎖脱調などが進展し、大規模停電に至るリスクがある
ことから、同時市場導入や次期中給運開後も限界潮流超過リスクは許容できないと考えられる。

出所）第5回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2025年1月24日）資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_5_04.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_5_04.pdf
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27（振り返り）電圧安定性制約における限界潮流超過リスクへの対応（１／２）

出所）第1回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2024年7月19日）資料6をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_1_06.pdf

◼ 電圧安定性制約の限界潮流を超過した状況で系統故障が発生した場合には、数十分オーダーで系統電圧が
徐々に低下していき、発電機の解列等を誘発し、供給支障に発展する可能性がある。

◼ このため、第2回・第4回本作業会（2024年8月29日・2024年12月5日）において、同期安定性制約と同様、
電圧安定性制約についても、地域間連系線や大宗の地内送電線でフリンジ（GF・LFC）による限界潮流超過リスクを
許容せず、フリンジや算出条件を厳しめに設定することで対応している実態を紹介した。

出所）第2回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2024年8月29日）資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_2_04.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_1_06.pdf
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_2_04.pdf


28（振り返り）電圧安定性制約における限界潮流超過リスクへの対応（２／２）

◼ また、第4回本作業会（2024年12月5日）では、地内送電線における算出方法の実態調査を行い、「潮流想定
方法」「フリンジ考慮有無」以外の「故障想定」「判定方法」については、並行して整理を進めることしていた。

◼ このうち、「故障想定」は、第6回本作業会（2025年3月14日）で基本的には統一的な考え方としつつ、合理的
な差異は許容すること整理したが、今回、 「判定方法」について実態を整理したうえで、改めて、フリンジ（GF・LFC）

による限界潮流超過リスクを許容できるか否かを検討する。

出所）第4回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2024年12月5日）資料5をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_4_05.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_4_05.pdf


29（参考） 想定故障（N-1・N-2故障の定義）

◼ 第6回本作業会（2025年3月14日）では、N-1・N-2故障の定義のエリア間の違いについて、基本的には統一的
な考え方としつつ、合理的な差異は許容することと整理した。

出所）第6回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2025年3月14日）資料5をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_6_05.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_6_05.pdf


30電圧安定性の判定方法の実態

◼ 第2回本作業会で紹介した通り、電圧安定性の判定は、①故障直後の電圧解を計算する電中研Y法・L法※1や、
②故障後の変圧器タップ応動等を加味した動的な計算ツールである電中研V法およびVQC（電圧無効電力
制御装置）シミュレーションが使用されている他、系統負荷の電圧特性や判定基準等もエリア間で違いがある。

◼ これらの実態をまとめると下表のとおりであり、次頁以降で、各判定方法（①-1～②-3）を深掘りし、判定方法の
妥当性を整理するとともに、限界潮流超過リスクへの考え方を整理していく。

※2 ノーズ端電圧より高い電圧値を判断基準とするエリアが大宗（例：関西中国間連系線の場合、定格電圧の90%以上）

判定ツール①：電中研Y法・L法 判定ツール②：電中研V法・VQCシミュレーション

①-1：Y法 ①-2：Y法 ①-3：L法 ②-1：V法 ②-2：V法 ②-3：VQC

系統負荷電圧特性
（SIM設定）

定電流 定電流 定電力相当 定電流 定電流・定電力の中間 定電力

電
圧
調
整

変圧器タップ 非考慮 非考慮 非考慮 考慮 考慮 考慮

調相操作 非考慮 非考慮 非考慮 非考慮 考慮 考慮

発電機AVR 考慮 考慮 考慮 考慮 考慮 考慮

判定断面
故障直後の

電圧解
故障直後の

電圧解
故障直後の

電圧解
故障発生後

20分程度の電圧解
故障発生後

数十分程度の電圧解
故障発生後

数分程度の電圧解

判定基準
ノーズ端電圧
付近※2以上

運用電圧
下限以上

ノーズ端電圧
付近※2以上

低め解領域に至らない
（ノーズ端電圧から一定の

裕度なし）

ノーズ端電圧
付近※2以上

ノーズ端電圧
付近※2以上

エリア実態
(基幹系統N-2故障)

北陸 沖縄
北海道・

中国・四国
関西・九州 中部 東北・東京

妥当性
定電流特性

定電力特性
次頁以降で各判定方法の妥当性を整理

※1 系統負荷の電圧特性を設定可（Y法）、設定不可（L法）の違いがあり、L法の場合には、定電力特性相当の電圧解が得られる（次頁参照）。
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電中研L法
（潮流計算プログラム）

電中研Y法
（過渡安定度解析プログラム）

電中研V法
（電圧シミュレーション計算/電圧安定度解析）

故障後の
電圧解の
計算方法

（例）

2ルート送電と1ルート送電時の電圧解
を比較（定常状態の比較のため需要
変化なし（定電力特性相当））

2ルート送電時のL法計算結果を初期状態とし、
1ルート断直後の電圧解を計算（電圧特性を
考慮可（A→A‘））

2ルート送電時のL法計算結果を初期状態とし、
1ルート断後数十分程度の電圧解計算（電圧
特性＋電圧制御を考慮可（A→A‘→A））

判
定

ツ
ー

ル
の

特
徴

目的 電力潮流と電圧を計算
系統故障のような急激な擾乱が発生した際の
系統安定性を評価

需要増加や系統変化などによって電圧不安定
現象を解析

現象
時間軸

定常状態（特定断面） 数秒～数十秒程度の急激な動揺 数分～数十分程度の緩やかな動揺

系統負荷
電圧特性

設定不可
時間的な概念（変化）が存在しない

設定可
L法結果を初期状態とし、故障後の電圧低下
に伴い需要が見かけ上減少することを設定可

設定可
L法結果を初期状態とし、故障後の電圧低下
に伴い需要が見かけ上減少することを設定可

変圧器
調相制御

など

設定不可
時間的な概念（変化）が存在しない

設定可
ただし、対象とする現象時間軸よりも長い調相
操作のような数分以上の制御は適さない

設定可
ただし、VQC実機の応動は設定困難（VQC
シミュレーションの使用要）

（参考） 故障後の電圧解の計算方法の違い・特徴（電中研 Ｌ法・Ｙ法・Ｖ法）

潮流

電圧

ex.定電流特性

潮流

電圧

A AA’
潮流

電圧

AA’

前後の電圧解を比較

電圧低下に伴う系統負荷の
減少を考慮可能

故障～数十分程度の下位系統
の変圧器タップ応動に伴う需要
増（回復）を考慮可能

ex.定電流特性

A A’ AA A’
V法領域

A A

比較

故障直後（～数秒）の電圧解は
Y法・V法で同値

Y・V法が定電力特性でない場合
L法の電圧解の方が低くなる



32（参考） 電力系統における系統負荷の電圧特性の調査結果

◼ 我が国の系統負荷特性の分析事例（調査結果）としては、1992～1999年に、周波数変動を起動条件として
測定されたデータ（事故発生前1秒間,事故発生後29秒間）を用いた中西・沖縄系統の分析結果が報告されている。

◼ この時の実系統の𝛼𝑝平均値は、中西地域1.0、沖縄系統1.3であることから、故障後数十秒後までの系統負荷は

基本的には定電流特性（𝛼𝑝 = 1.0）であることを前提として、電圧安定性の限界潮流が算出されている。

出所）電気学会論文誌Ｂ：わが国60Hz系統における負荷特性の実態分析（2001年121巻10号p.1371-1378）をもとに作成
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieejpes1990/121/10/121_10_1371/_article/-char/ja/

系統電圧

電力需要

定電流特性（𝜶𝒑 = 𝟏.𝟎）
• インバータ蛍光灯
• 溶接機
• 非インバータ冷蔵庫 など

定インピーダンス特性
（𝜶𝒑 = 𝟐. 𝟎）

• 電気オーブン
• 水銀灯
• ナトリウム灯灯 など

負荷の電圧特性

定電力特性（𝜶𝒑 = 𝟎.𝟎）
• インバータエアコン
• 送風機
• パソコン など

https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieejpes1990/121/10/121_10_1371/_article/-char/ja/


33判定方法①-1・①-2：電中研Y法による判定方法（定電流特性）

判定方法①-1 判定方法①-2

電圧

限界潮流 送電線潮流

判定基準

系統負荷の電圧特性
（定電流特性）

判定方法①-1より判定基準が
やや厳しい（更に裕度を設けている）

ノーズ端電圧

運用目標電圧

電圧

限界潮流 送電線潮流

判定基準

系統負荷の電圧特性
（定電流特性）

計器誤差に加え、変圧器タップ
応動に伴い故障後に需要増と
なった場合でも、低め解領域に
至らないように、裕度を設定

ノーズ端電圧
裕度 裕度

◼ 判定方法①-1・①-2は、故障直後の系統負荷の電圧特性を定電流特性として設定したうえで、故障直後
（～数秒程度）にP-V曲線と系統負荷の電圧特性の交点から求まる電圧解で電圧安定性を判定している。

◼ 判定方法①-1は、下位系統の変圧器タップ応動に伴い、故障後、徐々に需要増となった（電圧低下の進行が
進んだ）場合にも低め解領域に至らないように、故障直後の電圧解がノーズ端電圧（計器誤差等も考慮）より
高い値（ex.定格90%以上など）であることを判定基準としている。（このレベル感については後ほど検証）

◼ 他方、判定方法①-2では、故障直後の電圧解が運用目標電圧を下回らないことを判定基準としており、判定方法
①-1に比べて、更に裕度を設けた判定方法と考えられる（裕度の関係：①-2＞①-1） 。
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判定方法①-3 （参考）定電流特性を前提とした場合の挙動

判定方法①-3：電中研L法による判定方法（定電力特性相当）

◼ 電中研L法は、故障による電圧低下に伴う需要減少が考慮されない（設定不可）といった特徴があるため、求まる
電圧解は、故障直後の系統負荷の電圧特性を定電力特性として設定したうえで、P-V曲線と系統負荷の電圧
特性の交点から求まる電圧解に相当する。

◼ これは故障発生後、下位系統の変圧器タップ応動によって需要が徐々に回復（増加）する中、調相操作なしで
数分～数十分程度経過した際の電圧解に該当するため、実態としては調相操作を織り込まないことによる裕度を
設けていることに相当すると考えられる。

◼ そのうえで、判定方法①-1と同様の裕度（電圧解がノーズ端電圧より高い値であることを判定基準）も設けている
ため、判定方法①-1に比べ厳しめの判定方法と考えられる（裕度の関係：①-3＞①-1）。

電圧

限界潮流 送電線潮流

判定基準

系統負荷の電圧特性
（定電力特性）

ノーズ端電圧
裕度

電圧

限界潮流 送電線潮流

系統負荷の電圧特性
（定電流特性）

ノーズ端電圧

下位系統の変圧器タップ応動により負荷が
徐々に故障直前の値まで回復（増加）
（判定方法①-3では当該過程後に相当）

調相操作を織り込んでいない
為、一定の時間的裕度が有
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判定方法②-1

判定方法②-1：電中研V法による判定方法（定電流特性）

◼ 判定方法②-1の場合、故障直後の系統負荷の電圧特性を定電流特性とし、下位系統の変圧器タップ応動や
発電機AVRを摸擬し、故障後20分程度の電圧解が低め解領域に至らないことを判定している。

◼ これは、故障後に下位系統の変圧器タップ応動に伴い需要が徐々に回復（増加）した場合であっても、20分程度
調相操作なしで低め解領域に至らなければ、系統運用者の調相操作等によって電圧改善可能と考えているため
であり、調相操作を織り込んでいない分、一定の裕度がある判定方法と言える。

◼ 上記理由は、判定方法①-1で故障直後の電圧解がノーズ端電圧より高い値であることを判定基準としている理由
と同じであるため、理屈の上では同程度の厳しさの判定方法と考えられる（裕度の関係：①-1≒②-1） 。

20分程度

故障発生

電圧

限界潮流 送電線潮流

系統負荷の電圧特性
（定電流特性）

変圧器タップ応動等に伴う需要増となった場合で
あっても、調相操作・発電機AVRによる電圧改善
できる余地を考慮（一定の裕度がある判定）

時間

電圧

低め解領域

下位系統の変圧器タップ
応動により負荷が徐々に
増加（電圧低下）
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判定方法②-2

判定方法②-2：電中研V法による判定方法（定電流・定電力の中間特性）

数十分程度

故障発生

電圧

限界潮流 送電線潮流

故障から（下位系統の変圧器タップ応動や
調相操作を考慮した）数十分程度後の電圧解
が判定基準以上であることで判定

時間

電圧

下位系統の変圧器タップ
応動により負荷が徐々に
増加（電圧低下）

系統負荷の電圧特性
（定電流・定電力の中間特性）

◼ 判定方法②-2は、故障直後の系統負荷の電圧特性を定電流・定電力の中間特性として設定したうえで、故障
から（下位系統の変圧器タップ応動や調相操作を考慮した）数十分程度後の電圧解がノーズ端電圧（計器
誤差等も考慮）より高い値（ex.定格90%以上など）であることを判定基準としている。

◼ つまり、判定方法②-2の場合、判定方法②-1における調相操作を織り込んでいないことによる裕度はないものの、
ノーズ端電圧から一定の裕度を設けており、更に（仮に定電流特性が正しい場合は）系統負荷の電圧特性面
でも裕度を設ける判定方法と考えられる（裕度の関係：②-2＞②-1・②-3）。

系統運用者による調相操作
（SC投入）を考慮

判定基準

ノーズ端電圧
裕度



37

判定方法②-3

判定方法②-3：VQCシミュレーションによる判定方法（定電力特性）

◼ 判定方法②-3では、故障直後の系統負荷の電圧特性を定電力特性※1として設定したうえで、故障から数分程度
後の電圧解がノーズ端電圧以上（計器誤差等を考慮）であることで判定している。

◼ 故障直後の電圧解がノーズ端電圧であったとしても、需要増加がなければ、数分後にはVQC動作により判定基準
電圧以上に改善できると考えられ、この場合、故障直後の電圧解の有無で判定していることに近しいと考えられ、
（仮に定電流特性が正しい場合）電圧特性面での裕度を設けた方法と言える（裕度の関係：②-3＞②-1）。

◼ なお、現時点では、電圧安定性に余裕があるため、一定の裕度を織り込んだ効率的な判定を行っているが、今後、
電圧安定性が制約要因となる場合には、より精緻と考えられている判定方法※2へ見直すことが予定されている。

故障発生

電圧

限界潮流
送電線潮流

系統負荷の電圧特性
（定電力特性）

時間

電圧

故障後＋SC投入後
P-V曲線

※1 VQCによる変圧器タップ・調相設備の動作、発電機PSVR・AVRの動作をふまえて、故障から数分後の系統負荷の電圧特性を想定して設定。
※2 現時点では、故障直後の系統負荷の電圧特性を定電流特性とし、数分後に定電力特性に移行する設定としたうえで、ピーク需要からの更なる需要増加を摸擬し、

ノーズ端電圧時潮流に計器誤差等を考慮した潮流を限界潮流として判定（算出）予定（あくまでも予定のため、本資料における妥当性評価の対象外）。

判定基準
裕度

電圧制御装置の自動動作に伴い、故障から数分後
の電圧解が判定基準以上であることで判定

数分程度

ノーズ端電圧



38判定方法の妥当性・限界潮流超過リスクの考え方（定電流特性を前提）

判定ツール①：電中研Y法・L法 判定ツール②：電中研V法・VQCシミュレーション

①-1：Y法 ①-2：Y法 ①-3：L法 ②-1：V法 ②-2：V法 ②-3：VQC

系統負荷電圧特性
（SIM設定）

定電流
（実態より）

定電流
（実態より）

定電力相当
（リスク）

定電流
（実態より）

定電流・定電力の中間
（リスク）

定電力
（リスク）

電
圧
調
整

変圧器タップ 非考慮（楽観） 非考慮（楽観） 非考慮（楽観） 考慮（実態より） 考慮（実態より） 考慮（実態より）

調相操作 非考慮（リスク） 非考慮（リスク） 非考慮（リスク） 非考慮（リスク） 考慮（実態より） 考慮（実態より）

発電機AVR 考慮（実態より） 考慮（実態より） 考慮（実態より） 考慮（実態より） 考慮（実態より） 考慮（実態より）

判定断面
故障直後の

電圧解
故障直後の

電圧解
故障直後の

電圧解
故障発生後

20分程度の電圧解
故障発生後

数十分程度の電圧解
故障発生後

数分程度の電圧解

判定基準
ノーズ端電圧
付近※3以上

運用電圧
下限以上

ノーズ端電圧
付近※3以上

低め解領域に至らない
（ノーズ端電圧から一定の

裕度なし）

ノーズ端電圧
付近※3以上

ノーズ端電圧
付近※3以上

エリア実態
(基幹系統N-2故障)

北陸 沖縄
北海道・

中国・四国
関西・九州 中部 東北・東京

妥当性
定電流特性 一定の裕度 複数の裕度 複数の裕度 一定の裕度 複数の裕度 複数の裕度

定電力特性 ギリギリ or NG 裕度大と想定 一定の裕度 ギリギリ or NG ギリギリ or NG 裕度なくギリギリ

※3 ノーズ端電圧より高い電圧値を判断基準とするエリアが大宗（例：関西中国間連系線の場合、定格電圧の90%以上）

※1 ①-2、①-3、②-2、②-3は、当該制約による系統混雑が予見される場合には、実態よりの判定方法への見直しに向けた検討が必要と考えられる。
※2 次頁のとおり、定量的に「①-3＞②-1」の関係にあることからも、全体的な傾向が上記のとおりであることを確認した。

◼ 故障直後の系統負荷が定電流特性であることを前提とすれば、定性的には、判定方法①-1・②-1が最も裕度が
少ないものの、いずれも裕度を織り込んでいる。（裕度の関係※2：①-2、①-3、②-2、②-3＞①-1≒②-1）

◼ この点、電圧安定性については、フリンジ（GF・LFC）による限界潮流超過があったとしても、下表いずれの判定方法
でも一定の裕度があることから、電圧安定性制約における限界潮流超過は許容できると考えられるのではないか。
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◼ 判定方法①-3は、故障後の変圧器タップ応動等に伴い徐々に需要が回復（増加）した場合でも、調相操作なし
で低め解領域に至らないよう定電力特性を設定し、更に判定基準も高めにしているが、実際の変圧器タップ応動等
に伴う電圧低下の進行に相当するかは不明であった。

◼ 今回、関西エリアの500kV送電線フェンスにおける電圧安定性の限界潮流を、判定方法①-3と判定方法②-1で
判定（算出）した結果、10万kW程度の差を確認した（①-3の方が算出される限界潮流が小さくなる）。

◼ したがって、判定方法①-3は、故障発生から20分程度の間、系統運用者による調相操作なしで低め解領域に
至らないレベルより、やや裕度を織り込んだ判定方法であることが確認できた（裕度の関係：①-3＞②-1）。

電源パターン フェンス潮流（万kW） 判定方法①-3 判定方法②-1

A発電所 3台
B発電所 2台
C発電所 1台

850 〇 〇

860 × 〇

870 × ×

故障前潮流

故障後潮流

変電所

開閉所

N-2故障

大需要地

500kV
フェンス

（参考） 判定方法①-3と判定方法②-1の比較



40判定方法の妥当性・限界潮流超過リスクの考え方（定電力特性を考慮）

◼ 他方で、前述の整理は、故障直後の系統負荷の電圧特性が定電流特性であることを前提としており、将来的には
インバータ需要の進展に伴い、定電力特性へ変化していく可能性が考えられ、足元で実態調査がなされている。

◼ この点、故障直後の系統負荷の特性が定電力特性に近づく場合、原理上、瞬間的に電圧崩壊に至ることから、
フリンジ（GF・LFC）による限界潮流超過は許容できないことになると考えられる。

◼ そのため、電圧安定性制約における限界潮流超過リスクについては、電圧特性の実態調査結果を踏まえて、今後、
フリンジ（GF・LFC）による限界潮流超過の許容可否を判断していくこととしたい。

判定ツール①：電中研Y法・L法 判定ツール②：電中研V法・VQCシミュレーション

①-1：Y法 ①-2：Y法 ①-3：L法 ②-1：V法 ②-2：V法 ②-3：VQC

系統負荷電圧特性
（SIM設定）

定電流
（楽観）

定電流
（楽観）

定電力 相当
（実態より）

定電流
（楽観）

定電流・定電力の中間
（楽観）

定電力（実態より）
故障から数分程度後想定

電
圧
調
整

変圧器タップ 非考慮 非考慮 非考慮 考慮 考慮 考慮

調相操作 非考慮 非考慮 非考慮 非考慮 非考慮 考慮

発電機AVR 非考慮 非考慮 非考慮 考慮 考慮 考慮

判定断面
故障直後の

電圧解
故障直後の

電圧解
故障直後の

電圧解
故障発生後

20分程度の電圧解
故障発生後

数十分程度の電圧解
故障発生後

数分程度の電圧解

判定基準
ノーズ端電圧
付近※以上

運用電圧
下限以上

ノーズ端電圧
付近※以上

低め解領域に至らない
（ノーズ端電圧から一定の

裕度なし）

ノーズ端電圧
付近※以上

ノーズ端電圧
付近※以上

エリア実態
(基幹系統N-2故障)

北陸 沖縄
北海道・

中国・四国
関西・九州 中部 東北・東京

妥当性
定電流特性 一定の裕度 複数の裕度 複数の裕度 一定の裕度 複数の裕度 複数の裕度

定電力特性 ギリギリ or NG 裕度大と想定 一定の裕度 ギリギリ or NG ギリギリ or NG 裕度なくギリギリ

故障直後の系統負荷特性が定電力特性に近づく場合、原理上、電圧調整の動作を考慮する時間的裕度がない

※ ノーズ端電圧より高い電圧値を判断基準とするエリアが大宗（例：関西中国間連系線の場合、定格電圧の90%以上）



41（参考） 我が国における将来的な系統負荷の電圧特性

出所）第3回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2024年10月10日）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_3_03.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_3_03.pdf


42（補論）電圧安定性に関する将来課題

◼ 本節では電圧安定性の判定方法の実態および妥当性を評価し、将来的には、系統負荷の電圧特性の調査結果
や系統混雑見通し等を踏まえた、判定方法の見直しの必要性について整理した。

◼ 他方、故障点近傍の非同期（インバータ）電源の不要解列に伴う影響は、引き続き、調整力等委とも連携しながら
検討を深掘りしていくこととし、必要に応じて、本節で整理した各判定方法の妥当性評価も見直すこととしたい。

出所）第3回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2024年10月10日）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_3_03.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_3_03.pdf
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44（振り返り）周波数維持制約における限界潮流超過リスクへの対応（１／３）

◼ 周波数維持制約を違反（限界潮流超過時に故障が発生）した場合には、数秒オーダーで系統周波数が上昇・
低下し、発電機が運転を停止することで、大規模停電に進展する。

出所）第1回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2024年7月19日）資料6をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_1_06.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_1_06.pdf


45（振り返り）周波数維持制約における限界潮流超過リスクへの対応（２／３）

◼ このため、第2回本作業会（2024年8月29日）では、周波数低下側は、地域間連系線※1および地内送電線で
周波数低下限度値超過時の社会的影響は許容できないことから、常時周波数変動（≒フリンジ（GF・LFC））を
考慮することで対応していることを報告するとともに、引き続き、妥当性を整理していくこととした。

◼ 他方、周波数上昇側は、地域間連系線・地内送電線ともに常時周波数変動（≒フリンジ（GF・LFC）※2）の重畳
による周波数上昇限度超過を許容していたため、周波数上昇限度値の考え方を整理のうえで改めて許容すること
の妥当性について整理することとした。

出所）第2回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2024年8月29日）資料3-2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_2_03_02.pdf

※1 中国九州間連系線のみ、当該連系線ルート断故障（N-2故障）が非常に稀頻度であることから考慮されていない。
※2 周波数維持制約における限界潮流超過への対応方法として、フリンジではなく常時周波数変動で考慮することの整理は次章で後述する。

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_2_03_02.pdf


46（振り返り）周波数維持制約における限界潮流超過リスクへの対応（３／３）

◼ 第5回本作業会（2025年1月24日）では、周波数上昇側は、発電機OFR整定値の瞬間的な超過は許容せず、
当該周波数を過渡周波数上昇限度値（あるいはオーバーシュートを考慮した仕上がり周波数上昇限度値）として
管理することが妥当であることを整理した。

◼ また、周波数低下側は、発電機UFR整定値の瞬間的な超過を許容せず、当該周波数を過渡周波数低下限度値
として管理することが妥当であることを整理した。

◼ 今回、上記の整理を踏まえて、フリンジ（GF・LFC）による限界潮流超過リスクを許容できるか否かについて、改めて
整理を行う。

出所）第5回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2025年1月24日）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_5_03.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_5_03.pdf


47周波数維持制約における限界潮流超過リスク

◼ 過渡周波数上昇（低下）限度値を発電機OFR（UFR）整定値とする整理を踏まえれば、限界潮流超過時に、
ルート断故障等による需給不均衡が生じた場合、多くの発電機OFR（UFR）が一斉動作し、数秒オーダーで
大規模停電に至ることとなる。

◼ この周波数上昇・低下限度値自体は将来的にも変わり得るが、限度値を超過した際の影響は変わるものではないと
考えられるため、フリンジ（GF・LFC）による限界潮流超過は上昇側・低下側ともに許容できない※1と考えられる。

◼ 一方で、この考え方の変更に伴う影響（許容可から許容不可に変わることによる運用容量低下等）も考えられる
ことから、対応について次頁以降で整理※2する。

出所）第5回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2025年1月24日）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_5_03.pdf

※1 発電機OFR動作が問題とならず、瞬間的な超過が許容できる箇所（北海道・四国の周波数上昇側等）はこの整理に依らない。
※2 周波数低下側については、別論点No.5-4-1「系統特性定数を用いた算出方法・判定方法・補う方策は妥当か」にて検討中。

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_5_03.pdf


48周波数上昇側の限界潮流超過リスクへ対応する場合の影響（１／２）

◼ 現行の地域間連系線では、中部関西間・北陸関西間・中国九州間連系線で周波数維持制約があり、このうち、
周波数上昇側が運用容量の決定要因となり得る連系線は、中国九州間連系線（中国向き）のみである。

◼ 新たに常時周波数変動を考慮する場合には、中国九州間連系線（中国向き）運用容量低下が懸念されるが、
再エネ域外送電量拡大に向けた電源制限装置の増設の取組み（右下図）等による、運用容量拡大の効果も期待
できることから、それらも踏まえ、常時周波数変動の考慮適用時期について、引き続き検討することとしたい。

◼ 他方、その他の地域間連系線では、周波数上昇側に常時周波数変動を考慮した場合であっても、周波数上昇側
の制約が運用容量の決定要因にはならないことを一般送配電事業者に確認している。

出所）第2回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2024年8月29日）参考資料1をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_2_sankou_01.pdf

出所）第52回系統ワーキンググループ（2024年9月18日）資料1
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/052_01_00.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_2_sankou_01.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/052_01_00.pdf


49周波数上昇側の限界潮流超過リスクへ対応する場合の影響（２／２）

出所）第2回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2024年8月29日）資料5をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_2_05.pdf

◼ 他方、地内送電線では、周波数維持制約は基本的に系統制御（電源制限・負荷制限等）で対応可能といった
理由から制約値を設けていない箇所が多く、今回、周波数上昇側において新たに常時周波数変動を考慮する場合
であっても運用容量が低下する影響がないことを一般送配電事業者に確認している。

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_2_05.pdf
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51将来の調整力成分の重畳による限界潮流超過リスク（まとめ）

◼ 現行・将来におけるフリンジによる限界潮流超過リスクの考え方は、地域間連系線・地内送電線とも、下表を基本
とし、将来のフリンジ実態や負荷特性調査の結果を踏まえ、必要に応じて見直していくこととしてはどうか。

◼ なお、周波数上昇側の限界潮流超過リスクは、準備の整ったエリアから対応していくこととする。（中国九州間連系線
（中国向き） については、運用容量拡大対策の検討状況も踏まえ、移行時期を判断※1）

フリンジ（GF・LFC）
（～十数分程度の需要変動に対応）

フリンジ（EDC）
（十数分程度以上の需要変動等に対応）

運
用

容
量

の
制

約
要

因

熱容量等
現行相当のフリンジ（GF・LFC）実態であれば、平常時・故障時における限界潮流
超過が設備寿命損失に繋がらないことから、超過リスクは許容できる※2

すべての制約要因に対して、EDC成分の重畳に
よる限界潮流超過は許容できない
（常時運用容量超過と同義であるため）

同期安定性
限界潮流超過時に系統故障が生じた場合、数msオーダーで発電機が脱調し、
大規模停電に至る可能性があることから、超過リスクは許容できない

電圧安定性

（負荷の電圧特性が定電力特性※3の場合）
限界潮流超過時に系統故障が生じた場合、瞬間的に系統電圧崩壊し、大規模
停電に至る可能性があることから、超過リスクは許容できない

（負荷の電圧特性が定電流※3の場合）
故障直後の系統電圧は、その後の変圧器タップ応動等に伴い、数十分程度の
時間をかけて徐々に電圧低下が進展していく。故障発生時点で限界潮流が超過
していた場合であっても、実際には一定の裕度があり、電圧崩壊までには限界潮流
超過が解消されるため、超過リスクは許容できる※2

周波数維持
限界潮流超過時に系統故障が生じた場合、故障から数sオーダーで発電機OFR
あるいはUFRが一斉に動作し、大規模停電に至る可能性があることから、周波数
の上昇・低下側ともに限界潮流超過は許容できない※4

【地域間連系線・地内送電線における限界潮流超過リスクの考え方】

※1 周波数低下側については、別論点No.5-4-1「系統特性定数を用いた算出方法・判定方法・補う方策は妥当か」にて検討中。

※2 同時市場導入や次期中給運開後のフリンジ（GF・LFC）実態に変化が確認された場合は適宜見直しが必要。
※3 負荷電圧特性の実態調査結果を踏まえ、フリンジ（GF・LFC）による限界潮流超過の許容可否を最終的に判断。
※4 発電機OFR動作が問題とならず、瞬間的な超過が許容できる箇所（北海道・四国の周波数上昇側等）はこの整理に依らない。
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53（振り返り）周波数維持制約における限界潮流超過リスクへの対応方法

◼ 前章では、将来的な周波数維持制約において、フリンジ（GF・LFC）による限界潮流超過リスクは、周波数上昇側・
低下側ともに許容できない※ことと整理した。

◼ 一方で、周波数維持制約における限界潮流超過リスクに対しては、フリンジによる控除ではなく、常時周波数変動
考慮といった他制約要因とは異なる対応方法となっている。

◼ この点、第4回本作業会（2024年12月5日）でもお示ししたとおり、常時周波数変動とフリンジの関係性なども
踏まえ、周波数維持制約における限界潮流超過リスクへの対応方法について、改めて整理する。

出所）第4回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2024年12月5日）資料5
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_4_05.pdf

※ 発電機OFR動作が問題とならず、瞬間的な超過が許容できる箇所（北海道・四国の周波数上昇側等）はこの整理に依らない。

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_4_05.pdf


54常時周波数変動とフリンジ（GF・LFC）の関係性

◼ 系統周波数は、EDC（将来はSCED）後の予測誤差や5分以内の需要変動によって、基準（50・60Hz）から
上昇・低下し、この基準周波数からの偏差を検出し、GF・LFCが事後的に基準周波数に引き戻すよう応動する。

◼ このGF・LFC応動の結果、フリンジ（GF・LFC）が重畳することとなるが、需給不均衡エリア（系統）、GF・LFCの
連系地点次第で方向・量が変わるため、常時周波数変動との関係は必ずしも一意に定まらない（下表の例では
供給過多 or 需要過多であったとしても、順・逆方向にフリンジが重畳する可能性を示している）。

SCED後の実需給で供給過多（周波数上昇） SCED後の実需給で需要過多（周波数低下）

Aエリアで供給過多 Bエリアで供給過多 Aエリアで需要過多 Bエリアで需要過多

G
F
・
L
F
C

が
存

在
す

る
エ

リ
ア

（
系

統
）

A
エ

リ
ア

（
A
系

統
）

B
エ

リ
ア

（
B
系

統
）

Aエリア
需給不均衡

（需要過多）

GF・LFC

Bエリア
Bエリア

需給不均衡
（需要過多）

GF・LFC

Aエリア

Aエリア
需給不均衡

（需要過多）

GF・LFC

Bエリア Bエリア
需給不均衡

（需要過多）

GF・LFC

Aエリア

Aエリア
需給不均衡

（供給過多）

GF・LFC

Bエリア

GF・LFC

Bエリア
需給不均衡

（供給過多）

Aエリア

Aエリア
需給不均衡

（供給過多）

GF・LFC

Bエリア

GF・LFC

Bエリア
需給不均衡

（供給過多）
Aエリア



55地域間連系線における常時周波数変動とフリンジ（GF・LFC）の関係

◼ 中国九州間連系線を例に、2023年5月のEDC（KJC）後の計画潮流に重畳したフリンジ（概ねGF・LFC）※1と
中西連系系統の周波数実績の関係を調査※2したところ、前頁の理由から、相関関係は確認されなかった。

◼ これは常時周波数変動とフリンジが同時に発生し得ることを示しているため、周波数維持制約における限界潮流
超過リスクへの対応方法として、現行のように常時周波数変動で対応することの妥当性について整理していく。

常時周波数変動

60.0Hz ±0.2Hz

周波数上昇
＋

順方向フリンジ

周波数上昇
＋

逆方向フリンジ

周波数低下
＋

順方向フリンジ

周波数低下
＋

逆方向フリンジ

※1 「実績潮流ー計画潮流（P0＋α）」 で算出するが、前述（11頁）のとおり、現行の連系線のフリンジ算定では、計画潮流値
の変化量相当の偏差が含まれることを確認しており、厳密なフリンジ（GF・LFC）より過大側に算定している点に留意。

※2 系統周波数・フリンジ（GF・LFC）ともに10秒サンプリング値（n=267,840／月）



56限界潮流超過リスクへの対応方法の選択肢

◼ これまでの地域間連系線・地内送電線における実態を踏まえると、周波数維持制約における限界潮流超過リスク
への対応方法としては、現状の対応方法も含め、次の３つの方法が考えられる。

①常時周波数変動で対応（現状の対応方法）

常時周波数変動を考慮しても、周波数上昇・低下限度値を超過しない限界潮流を算出する方法であり、現行の地域間
連系線や地内送電線における周波数低下側で採用されている対応方法

②フリンジで対応

常時周波数変動を考慮しない条件で算出した限界潮流からフリンジ（GF・LFC）を控除した値を運用容量として設定する方法
であり、地域間連系線や一部の地内送電線における同期・電圧安定性制約で採用されている対応方法

③常時周波数変動＋フリンジで対応

常時周波数変動とフリンジが同時に発生していることを踏まえ、常時周波数変動を考慮して算出した限界潮流から
フリンジ（GF・LFC）を控除した値を運用容量として設定する対応方法

◼ 次頁以降、各対応方法とした場合の限界潮流超過リスクへの対応可能領域を試算したうえで、合理的と考えられる
対応方法について検討する。



57① 常時周波数変動で対応する場合の限界潮流超過リスク対応領域

◼ 限界潮流超過リスクに対して①常時周波数変動で対応する場合、中国九州間連系線を例に限界潮流超過リスク
への対応領域を図示すると以下のとおり。（青色が対応可能領域、赤色が対応不可領域）

N-2故障が生じた場合に中国以東エリアの周波数
が+0.2Hzとなる順方向潮流（+119[万kW]）

中国以東の系統容量（2,540[万kW]）× 系統
特性定数（4.67[%MW/0.2Hz]）=119[万kW]

N-2故障が生じた場合に九州エリアの周波数が
－0.2Hzとなる順方向潮流（+7[万kW]）

九州の系統容量（640[万kW]）×系統特性定数
（1.1[%MW/0.2Hz]）=7[万kW]

N-2故障が生じた場合に九州エリアの周波数が
+0.2Hzとなる逆方向潮流（－19[万kW]）

九州の系統容量（640[万kW]）×系統特性定数
（3.0[%MW/0.2Hz]）=19[万kW]

N-2故障が生じた場合に中国以東エリアの周波数
が－0.2Hzとなる逆方向潮流（－28[万kW]）

中国以東の系統容量（2,540[万kW]）×系統
特性定数（1.1[%MW/0.2Hz]）≒30[万kW]

フリンジ①

0.2Hz上昇

N-2故障

フリンジ②

0.2Hz低下

N-2故障

0.2Hz低下

N-2故障

フリンジ④

中国
以東

九州

中国
以東

九州

中国
以東

九州

※ フリンジ①～④は中西地域の5月最小需要（’23/5/5 2:00）で算出

フリンジ①

フリンジ②フリンジ③

フリンジ④

周波数

フリンジ
（GF・LFC）

+ 0.2Hz

- 0.2Hz

0.2Hz上昇

N-2故障

フリンジ③

中国
以東

九州

超過領域

超過リスク
対応領域



58① 常時周波数変動で対応する場合の試算（2023年5月 中国九州間連系線）

◼ 中国九州間連系線において、周波数維持面で過酷とされる2023年5月実績を基に、①常時周波数変動で対応
した場合に限界潮流を超過した10秒コマ数を確認したところ、月間コマ数の2.9%（約22時間）※であった。

◼ なお、実績値には電源脱落等異常時の周波数変動も含まれている可能性があることや、月間最小需要断面での
リスク対応可否を判定しているため、実質的には2.9%より少ない（相応のリスク対応ができている）と考えられる。

+ 0.2Hz

- 0.2Hz

フリンジ①フリンジ②

フリンジ④

フリンジ③

リスク対応
111,898[10秒コマ]

限界潮流超過
7,803※[10秒コマ]

※ 月間総10秒コマ数（267,840）に対する限界潮流超過10秒コマ数（7,803）の割合（超過時間は22時間（=7,803[10秒コマ]*10秒/3,600））

注）EDC（KJC）後の計画潮流に対して同方向のフリンジ（GF・LFC）が流れている（限界超過リスクが考えられる）10秒コマ（119,701）のみプロット（月間の約45%）



59② フリンジで対応する場合の限界潮流超過リスク対応領域

◼ 限界潮流超過リスクに対して②フリンジで対応する場合、中国九州間連系線を例に限界潮流超過リスクへの
対応領域を図示すると以下のとおり。（青色が対応可能領域、赤色が対応不可領域）

逆方向に23万kW流れている状況で、N-2故障が
生じた場合の中国以西エリアの周波数上昇
（+0.24[Hz]）

フリンジ（23[万kW]）÷九州の系統容量
（640[万kW]）÷系統特性定数
（7.5[%MW/0.5Hz]）×0.5×100=0.24[Hz]

順方向に23万kW流れている状況で、N-2故障が
生じた場合の中国以東エリアの周波数上昇
（+0.04[Hz]）

フリンジ（23[万kW]）÷中国以東の系統容量
（2,540[万kW]）÷系統特性定数
（14.0[%MW/0.6Hz]）×0.6×100=0.04[Hz]

逆方向に23万kW流れている状況で、N-2故障が
生じた場合の関西以東エリアの周波数低下
（ー0.16[Hz]）

フリンジ（23[万kW]）÷中国以東の系統容量
（2,540[万kW]）÷系統特性定数
（4.4[%MW/0.8Hz]）×0.8×100=0.26[Hz]

順方向に23万kW流れている状況で、N-2故障が
生じた場合の中国以西エリアの周波数低下
（ー0.65[Hz]）

フリンジ（23[万kW]）÷九州の系統容量
（640[万kW]）÷系統特性定数
（4.4[%MW/0.8Hz]）×0.8×100=0.65[Hz]

※ 周波数①～④は中西地域の5月最小需要（’23/8/16 2:00）で算出
※ フリンジ（±23万kW）は2023年度設定値
（2023年度 第1回運用容量検討会）

周波数

フリンジ
（GF・LFC）

23万kW-23万kW

周波数①

周波数②

周波数③

周波数④

＋周波数①

N-2故障

フリンジ

中国
以東

九州

フリンジ

＋周波数②

N-2故障

中国
以東

九州

ー周波数③

N-2故障

フリンジ

中国
以東

九州

フリンジ

ー周波数③

N-2故障

中国
以東

九州

超過領域

超過リスク
対応領域



60② フリンジで対応する場合の試算（2023年5月 中国九州間連系線）

周波数①

周波数④

23万kW

-23万kW

周波数②

周波数③

リスク対応
112,980[10秒コマ]

限界潮流超過
6,721※[10秒コマ]

◼ 中国九州間連系線において、周波数維持面で過酷とされる2023年5月実績を基に、②フリンジで対応した場合
に限界潮流を超過した10秒コマ数を確認した結果、月間コマ数の2.5%（約19時間）※であった。

◼ なお、常時周波数変動で対応する場合と同様に、実質的には2.5%より少ない（相応のリスク対応ができている）
と考えられる。

※ 月間総10秒コマ数（267,840）に対する限界潮流超過10秒コマ数（6,721）の割合（超過時間は19時間（=6,721[10秒コマ]*10[秒]/3,600））

注）EDC（KJC）後の計画潮流に対して同方向のフリンジ（GF・LFC）が流れている（限界超過リスクが考えられる）10秒コマ（119,701）のみプロット（月間の約45%）



61③ 常時周波数変動＋フリンジで対応する場合の限界潮流超過リスク対応領域

◼ 限界潮流超過リスクに対して③常時周波数変動＋フリンジで対応する場合、中国九州間連系線を例に限界潮流
超過リスクへの対応領域を図示すると以下のとおり。（青色が対応可能領域、赤色が対応不可領域）

周波数

超過領域

周波数④

周波数②

周波数③

フリンジ①フリンジ②

フリンジ③

フリンジ④

フリンジ（GF・LFC）

超過リスク
対応領域

周波数①

周波数②+常時周波数変動（0.2Hz）

周波数①+常時周波数変動（0.2Hz）

周波数③ー常時周波数変動（0.2Hz）

周波数④ー常時周波数変動（0.2Hz）

フリンジ③ーフリンジ（-23万kW）

フリンジ④ーフリンジ（-23万kW）

フリンジ①＋フリンジ（23万kW）

フリンジ②＋フリンジ（23万kW）

※ フリンジ①～④、周波数①～④は中西地域の5月最小需要（’23/5/5 2:00）で算出
※ フリンジ（±23万kW）は2023年度設定値（2023年度 第1回運用容量検討会）



62③ 常時周波数変動＋フリンジで対応する場合の試算（2023年5月 中国九州間連系線）

◼ 中国九州間連系線において周波数維持面で過酷とされる2023年5月実績を基に③常時周波数変動＋フリンジ
で対応した場合に限界潮流を超過した10秒コマ数を確認した結果、月間コマ数の0.3%程度（約2時間）※で
あり、他の対応方法（①・②）に比べて限界潮流超過コマ数は2.2～2.6%程度減少する。

リスク対応
118,884[10秒コマ]

限界潮流超過
817※[10秒コマ]

※ 月間総10秒コマ数（267,840）に対する限界潮流超過10秒コマ数（817）の割合（超過時間は19時間（=6,721[10秒コマ]*10[秒]/3,600））

周波数②+常時周波数変動（0.2Hz）

周波数①+常時周波数変動（0.2Hz）

周波数③ー常時周波数変動（0.2Hz）

周波数④ー常時周波数変動（0.2Hz）

フリンジ③ーフリンジ（-23万kW）

フリンジ④ーフリンジ（-23万kW）

フリンジ①＋フリンジ（23万kW）

フリンジ②＋フリンジ（23万kW）

注）EDC（KJC）後の計画潮流に対して同方向のフリンジ（GF・LFC）が流れている（限界超過リスクが考えられる）10秒コマ（119,701）のみプロット（月間の約45%）



63周波数維持制約における限界潮流超過リスクへの対応方法の在り方

◼ 今回、周波数維持制約が運用容量の決定要因である中国九州間連系線を例に、限界潮流超過リスクへの対応
方法の違いについて試算した結果、現行の地域間連系線や地内送電線における周波数低下側で採用されている
対応方法①で限界潮流を超過したコマ数は月間コマ数の2.9%であることを確認した（対応方法②は同程度）。

◼ これは、月間2.9%の断面において、ルート断故障（N-2）による系統分離となった場合、需要過多となるエリア・
系統では、周波数低下限度値を下回り大規模停電に進展するリスクがあることを示唆しているが、これまでにおいて、
このような実績※は確認されていない（供給信頼度を維持できていると考えられる水準にある）。

◼ 他方、対応方法③の場合には、限界潮流を超過するコマ数は月間コマ数の僅か0.3%程度となるため、現状水準
から更に供給信頼度を向上できるが、対応方法①・②に比べて周波数維持面の限界潮流（制約要因となる場合
は運用容量）が低下する。

◼ 上記を踏まえると、対応方法③（両方を考慮する方法）とすることで徒に運用容量を低下させるよりも、現状相当
の供給信頼度を維持しつつ、かつ、従来通りの方法となり、徒に算定作業（業務負担）を増やすことにならない
①常時周波数変動での対応が合理的と考えられるのではないか。

限界潮流超過リスクへの対応方法
限界潮流超過した10秒コマ数

（時間）
月間総コマ数（267,840[10秒コマ]）

に対する割合

①常時周波数変動 7,803[10秒コマ]（22時間） 2.9%

②フリンジ 6,721[10秒コマ]（19時間） 2.5%

③常時周波数変動＋フリンジ 817[10秒コマ]（2時間） 0.3%

※ 2016年9月8日 275kV幸田碧南線ルート断故障に伴う大規模停電では、PCSの単独運転検出機能の動作や発電側UFR等に起因するものであり、
フリンジによる限界潮流超過を起因とした大規模停電ではないと考えられる。
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1. 瞬間的な限界潮流超過リスクへの対応

１－１ 熱容量等

１－２ 同期安定性

１－３ 電圧安定性

１－４ 周波数維持

2. 周波数維持制約における対応方法

3. まとめ

目次
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◼ 今回、現行・将来におけるフリンジによる限界潮流超過リスクの考え方は、地域間連系線・地内送電線とも、下表
を基本とし、将来のフリンジ実態や負荷特性調査の結果を踏まえ、必要に応じて見直していくこととした。

◼ なお、周波数上昇側の限界潮流超過リスクは、順次、準備の整ったエリアから対応していく。 （中国九州間連系線
（中国向き）については、運用容量拡大対策の検討状況も踏まえ、移行時期を判断※1）

◼ また、周波数維持における限界潮流超過リスクへの対応方法は、対応方法③（常時周波数変動＋フリンジ）と
することで徒に運用容量を低下させるよりも、現状相当の供給信頼度を維持しつつ、かつ、従来通りの方法となり、
徒に算定作業（業務負担）を増やすことにならない対応方法①常時周波数変動での対応が合理的と整理した。

まとめ

※1 周波数低下側については、別論点No.5-4-1「系統特性定数を用いた算出方法・判定方法・補う方策は妥当か」にて検討中。


